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日本の国土利用の概況

2
出典）令和３年版「土地白書」 第１部第１章 令和２年度の不動産市場等の動向 より抜粋

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00014.html

• これまで、TFで、農地・森林・水循環政策（水面・河川・水路）・住宅は議論済み。
今回のスコープは、道路・都市公園。

• 日本の国土面積は、約3,780万ha
• 道路（一般道路、農道、林道）は、約141万ha（国土面積の3.7％）
• 都市公園は、約13万ha（国土面積の0.3％）

議論済

議論済

議論済

議論済
今回のスコープ



日本の国土利用（都市公園）

3
出典）都市公園データベース 都市公園等整備の現況等 より抜粋

https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/pdf/01_R1.pdf

• 都市公園は、約11万箇所、約13万ha （令和元年度末）
• 国土交通省は、引き続き、防災や地域の活性化等の社会的要請に応えるため、都市公園
の整備を進める方向性。



道路・都市公園の本来目的

4

• 道路の本来目的は、人や自動車の交通の利用。
• 都市公園の本来目的は、オープンスペースとしての機能（屋外における休息、レクリエーション活動の場、
都市環境の改善、緑地確保、地震等災害時における避難地等としての機能）。

• 舗装型太陽光は、技術進歩に伴い、道路や都市公園の本来目的を阻害することなく設置で
きるようになってきていると考えられる。

• ソーラーガレージも駐車場の上部空間を有効活用できるものである。

出典）国交省HP https://www.mlit.go.jp/road/senyo/01.html

出典）国土交通省資料 より抜粋
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150123siryou03_1.pdf

出典）MIRAI‐LABO提供

＜舗装型太陽光＞ ＜ソーラーガレージ＞

出典）パナソニック提供



ポテンシャル調査

5

出典）「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告書」 令和２年３月 環境省委託業務 より抜粋
https://www.renewable‐energy‐potential.env.go.jp/RenewableEnergy/dat/report/r01/r01_whole.pdf

＜環境省ポテンシャル調査＞

• 環境省のポテンシャル調査には、公道（車道）のポテンシャルは含まれていない。
• 自然エネルギー財団、太陽光発電協会算出のポテンシャルからも公道（車道）のポテンシ
ャルは確認できない。

出典）「2030年エネルギーミックスへの提案（第１版）」 2020年8月6日
自然エネルギー財団 より抜粋

https://www.renewable‐ei.org/pdfdownload/activities/REI_2030Proposal.pdf

出典）「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第39回会合）」 令和3年3月24日 資料3
太陽光発電協会 より抜粋

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/039/039_007.pdf

＜自然エネルギー財団＞ ＜太陽光発電協会＞

都市公園：0.1GW

道路：10.3GW



海外事例（舗装型太陽光の公道等への設置・車道）

6
出典）https://wired.jp/2018/04/29/solar‐panel‐road‐in‐china/

中国（高速道路・2017年12月）
• 海外では、公道等への設置を行うアジャイル型の開発が進められている。

フランス(公道（車道）・2016年11月)

フランス(公道（車道）・2018年9月)

出典）コラス・ジャパン提供

出典）コラス・ジャパン提供



海外事例（舗装型太陽光の公道等への設置・公道横の駐車場等）
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出典）https://www.wsbtv.com/news/local/metro‐atlanta‐city‐introduces‐
1‐of‐a‐kind‐high‐tech‐stretch‐road/PAZL3MD6NJFORFELMEVCSJYUFM/

アメリカ(公道の横の駐車場・2020年12月)

フランス(自治体駐車場・2019年8月)アメリカ(自治体駐車場・2019年11月)

出典）コラス・ジャパン提供 出典）コラス・ジャパン提供

フランス(公道の横の駐車場・2018年6月)

出典）コラス・ジャパン提供



海外事例（舗装型太陽光の公道等への設置・自転車道路）

8
出典）https://www.lifegate.com/germany‐first‐solar‐cycle‐lane

ドイツ (公道の自転車路・2019年1月)

フランス(公道の自転車路・2019年6月)オランダ(公道の自転車路・2019年4月)

出典）コラス・ジャパン提供 出典）コラス・ジャパン提供

オランダ (公道の自転車路・2020年2月)

出典）https://www.pv‐magazine.com/2020/01/29/construction‐
begins‐on‐pilot‐solar‐bike‐lane‐in‐the‐netherlands/



海外事例（舗装型太陽光の公道等への設置・歩道）
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フランス(公道の歩道・2020年9月)

フランス(公道の歩道・2021年9月)
セーヌ川沿にある浮桟橋でボルト式のWattwayシステム実証
検証中。今後、公園、遊歩道、テラス等で使用が考えられる。

フランス(公道の歩道・2020年11月)

出典）コラス・ジャパン提供 出典）コラス・ジャパン提供

フランス(公道の歩道・2019年9月)

出典）コラス・ジャパン提供 出典）コラス・ジャパン提供



日本での事例（舗装型太陽光の私有地等への設置）
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企業敷地内（駐車場）

出典）内閣府撮影

• 日本では、企業敷地内等、公道以外の場所での設置にとどまる現状。
企業敷地内（駐車場）

出典）コラス・ジャパン提供

企業敷地内（エントランス前・材料開発の試験敷設）

出典）コラス・ジャパン提供

企業敷地内（エントランス）

出典）内閣府撮影



道路の種類（道路法上の道路）

11出典）「Ⅱ. 道路の種類」 道路行政の簡単解説 より抜粋 https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/dorogyousei/2.pdf

• 道路法上の道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道。
• 各道路管理者によって管理される。



道路における太陽光発電設備の占有物件への追加

12出典）「太陽光発電装置の設置について」 国土交通省資料 より抜粋
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir‐council/ppp/kenkyu/pdf04/2_1.pdf

• 道路の占用許可対象物件として太陽光発電設備が追加されたが（平成24年12月閣
議決定）、車道への設置は認められていない。（法面への設置は、道路構造への影響、
道路の維持・点検等への影響を確認した上で問題がなければ認められる。）



都市公園における太陽電池発電施設の占用物件への追加
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出典）「都市公園の占用（太陽電池発電施設の設置）」平成26年9月11日 第9回 提案募集検討専門部会 資料４関係府省提出資料 より抜粋、一部加工

https://www.cao.go.jp/bunken‐suishin/doc/teianbukai09shiryou04_2.pdf

• 平成24年当時、舗装型太陽光や駐車場へのソーラーガレージ設置は想定されておらず、
広場としての効用や公園のオープンスペース機能が損なわれる恐れがあることを理由に、太
陽電池発電施設の設置は、既設建築物への設置に限定されている。



Park-PFIの活用実績
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出典）PFI推進委員会 第29回計画部会 （令和４年1月28日 内閣府PPP／PFI推進室）資料1-2 より抜粋

https://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/kaisai/keikaku/29kai/pdf/iinkai_shiryo_kb2901-22.pdf

• 再エネの設置を目的としたPark-PFIの事例は確認できない。



Park-PFIの活用実績
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• 再エネの設置を目的としたPark-PFIの事例は確認できない。

出典）「公募設置管理制度（Park‐PFI)について」 （令和2年2月12日 PPP／PFI推進施策説明会）より抜粋
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001329492.pdf



地方公共団体における都市公園の建蔽率の緩和事例
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出典）「川崎市都市公園条例に基づく建蔽率について」 川崎市HP掲載資料 より抜粋

https://www.city.kawasaki.jp/530/cmsfiles/contents/0000122/122054/06shiryo4.pdf

• Park-PFIでなくとも、再エネの設置を目的として都市公園の建蔽率の緩和を定めている
地方公共団体の条例は確認できない。


